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【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　

 

鎖
国　

献
芹
微
衷　

大
槻
磐
渓　

松
本
斗
機
蔵

【
要
旨
】

　

本
稿
は
、
異
国
船
の
日
本
近
海
へ
の
来
航
が
頻
繁
と
な
っ
た
天
保
期
か
ら
ペ

リ
ー
来
航
期
ま
で
を
主
た
る
対
象
に
、
当
時
の
識
者
及
び
幕
府
が
い
か
な
る
「
開

国
」
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
、
外
国
と
の
通
商
を
容
認
す
る
内
容
を
含
む
海

防
論
及
び
ペ
リ
ー
が
持
参
し
た
ア
メ
リ
カ
大
統
領
書
翰
に
対
す
る
諮
問
に
際
し
て

出
さ
れ
た
通
達
文
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。

　

松
本
斗
機
蔵
と
大
槻
磐
渓
は
い
ず
れ
も
、
海
防
強
化
の
一
環
と
し
て
通
商
・
通

信
を
許
容
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
は
通
信
・
通
商
国
が
増
加
し
た
と
し

て
も
、「
鎖
国
」
祖
法
に
抵
触
す
る
と
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

す
な
わ
ち
、
通
信
・
通
商
の
枠
組
み
が
保
持
さ
れ
て
い
れ
ば
、
国
の
数
は
問
題
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
通
信
国
と
通
商
国
が
増
え

た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
「
開
国
」
し
た
と
い
う
認
識
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
幕
府
の
通
達
文
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
通
商
を
許

可
す
べ
き
か
否
か
が
大
き
な
争
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
斗
機
蔵
や
磐
渓

と
異
な
り
、
オ
ラ
ン
ダ
・
中
国
と
お
こ
な
っ
て
い
た
形
態
の
通
商
で
さ
え
も
国
を

増
加
さ
せ
る
こ
と
は
祖
法
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
り
、
通
信
・
通
商
国
を
増
加
さ

せ
る
こ
と
で
「
鎖
国
」
政
策
を
放
棄
、す
な
わ
ち
「
開
国
」
を
し
た
と
の
認
識
だ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
異
国
船
の
日
本
近
海
へ
の
来
航
が
頻
繁
と
な
っ
た
天
保
期
か
ら
ペ
リ
ー

来
航
期
ま
で
を
主
た
る
対
象
に
、
当
時
の
識
者
及
び
幕
府
が
い
か
な
る
「
開
国
」
認

識
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
、
外
国
と
の
通
商
を
容
認
す
る
内
容
を
含
む
海
防
論
及
び

ペ
リ
ー
が
持
参
し
た
ア
メ
リ
カ
大
統
領
書
翰
に
対
す
る
諮
問
に
際
し
て
出
さ
れ
た
通

達
文
か
ら
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

永
ら
く
日
本
開
国
史
研
究
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
日
米
和
親
条
約
の
締
結
を
以

て
、「
開
国
」
と
す
る
考
え
方
は
、
明
治
維
新
史
研
究
に
お
い
て
、
内
的
環
境
の
み
な

ら
ず
外
的
環
境
に
も
注
目
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
自
ら
日
本
開
国
史
研
究
を
主
導

し
た
石
井
孝
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
石
井
は
、
日
米
和
親
条
約
締
結
の
意
義
に

つ
い
て
、「
公
然
た
る
通
商
規
定
を
欠
く
「
和
親
条
約
」
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
こ
れ
に

よ
っ
て
わ
が
国
と
近
代
資
本
主
義
列
強
の
う
ち
の
一
国
と
の
国
交
が
成
立
し
、
わ
が

鎖
国
制
度
は
大
き
く
破
ら
れ
た（

（
（

」
と
し
、
日
米
和
親
条
約
の
締
結
を
も
っ
て
「
鎖
国
」

の
終
わ
り
、
す
な
わ
ち
「
開
国
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
資
本
主
義
諸
国
と
和
親
条
約
を
締
結
し
た
こ
と
が
、「
鎖
国
」
を
打
ち
破

っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
は
な
は
だ
疑
問
が
残
る
。
な
ぜ
、
資
本
主
義
国
家
と

通
商
規
定
を
含
ま
な
い
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
、「
鎖
国
」
の
終
焉
、す
な
わ
ち
「
開

国
」
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
西
洋
国
際
法
に
も
と
づ
く
条
約
を
締

結
し
た
こ
と
は
、
東
ア
ジ
ア
圏
に
存
在
し
た
国
際
秩
序
に
若
干
の
影
響
を
及
ぼ
し
た

こ
と
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
通
商
規
定
を
含
ん
で
い
な
い
条
約
で
あ
る
限

り
に
お
い
て
は
、
経
済
秩
序
を
大
き
く
変
更
す
る
よ
う
な
打
撃
と
な
っ
た
わ
け
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
三
谷
博
氏
は
、「
ペ
リ
ー
と
幕
府
と
の
間
で
結
ば
れ
た
日
米
和
親
条
約
は
、
日

本
の
限
定
的
開
国
を
取
り
決
め
た
開
港
条
約
で
あ
っ
た
」
と
し
、「
鎖
国
政
策
を
能
う

嶋　

村　

元　

宏

【 

論
文 

】
幕
末
期
に
お
け
る
「
開
国
」
認
識
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限
り
維
持
す
る
道
を
選
び
、
そ
れ
に
あ
る
程
度
成
功
し
た
」
と
評
価
を
す
る
と
と
も

に（
（
（

、「
日
米
和
親
条
約
を
は
じ
め
と
す
る
諸
開
港
条
約
は
避
戦
の
た
め
や
む
な
く
結
ば

れ
た
条
約
で
あ
っ
た
。
幕
府
内
外
の
多
く
の
日
本
人
は
、
そ
れ
を
「
一
時
御
計
策
之

和
親
」
を
定
め
た
も
の
と
解
し
、
鎖
国
引
き
戻
し
の
夢
を
託
し
て
い
た
」
と
述
べ
て

い
る（

3
（

よ
う
に
、
和
親
条
約
は
当
時
の
人
び
と
に
と
っ
て
一
時
的
な
も
の
と
し
て
結
ば

れ
た
取
り
決
め
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
鎖
国
」
か
ら
限
定
的
で
あ
る
が
「
開
国
」
へ

移
行
し
た
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
三
谷
氏
は
石
井
同
様
、
幕
府
は
通
商
を
容
認

し
な
か
っ
た
も
の
の
、
和
親
条
約
は
限
定
的
で
あ
る
に
せ
よ
「
開
国
」
を
取
り
決
め

た
条
約
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
果
た
し
て
当
時
の
人

び
と
も
「
開
国
」
と
認
識
し
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
条
約
締

結
は
避
戦
の
た
め
の
「
一
時
御
計
策
之
和
親
」
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
は
通
商
国
を
オ
ラ
ン
ダ
と
中
国
、
通
信
国
を
朝
鮮
と
琉
球
に
限
定
し
て

い
た
時
点
へ
の
回
帰
を
志
向
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
羽
賀
祥
二
氏
は
、
オ
ラ
ン
ダ
・
中
国
と
の
通
商
関
係
、
朝
鮮
・
琉
球

と
の
通
信
関
係
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
対
外
的
枠
組
み
に
変
化
が
見
ら
れ
た
と
す

る
。
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
と
の
条
約
締
結
に
よ

り
、
朝
鮮
・
琉
球
と
の
通
信
関
係
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
通
商
関
係
は
中

国
の
み
と
な
り
、
あ
ら
た
に
オ
ラ
ン
ダ
と
の
間
に
和
親
・
通
商
関
係
が
、
ア
メ
リ
カ
・

イ
ギ
リ
ス
・
ロ
シ
ア
と
の
間
に
和
親
関
係
が
成
立
し
た
と
し
て
い
る（

4
（

。
す
な
わ
ち
、
石

井
及
び
三
谷
氏
が
言
う
よ
う
に
、
和
親
条
約
の
締
結
を
以
て
、「
開
国
」
し
た
と
す
る

と
、こ
の
羽
賀
氏
が
整
理
し
た
状
態
も
「
開
国
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
和

親
関
係
」
と
い
う
新
た
な
関
係
が
付
け
加
わ
っ
た
と
し
て
も
、
旧
来
の
西
洋
諸
国
が

望
ん
だ
自
由
貿
易
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
「
通
商
関
係
」
と
条
約
に
も
と
づ
か
な
い

国
交
関
係
で
あ
る
「
通
信
関
係
」
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
状
態
に
対
し
、
当
時

の
人
び
と
は
い
か
な
る
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
今
日
わ
れ
わ

れ
が
考
え
る
「
開
国
」
認
識
と
同
じ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ア
メ
リ
カ
の
幕
府
に
対
す
る
要
求
が
ま
と
め
ら
れ
た
、
フ
ィ
ル
モ
ア
・
ア
メ
リ
カ

大
統
領
か
ら
の
徳
川
将
軍
宛
書
翰
で
は
、
①
日
本
と
の
通
商
、
②
ア
メ
リ
カ
人
漂
流

民
の
保
護
、
③
石
炭
貯
蔵
庫
の
設
置
、
の
三
点
を
求
め
て
い
た
。
こ
の
う
ち
①
の
通

商
に
つ
い
て
は
、
幕
府
側
が
拒
否
し
た
こ
と
に
よ
り
条
約
に
含
ま
れ
ず
、
結
果
的
に

日
米
双
方
の
恒
久
的
な
親
睦
を
確
認
す
る
条
約
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

「
鎖
国
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
接
触
を
防
ぐ
た
め
に
日
本
か
ら
の
海
外
渡
航
を
禁

止
し
、
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
国
の
来
航
を
禁
止
し
た
こ
と
に

始
ま
る
人
の
移
動
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
物
の
移
動
を
制
限
し
た
出
入
国
管
理
体
制
で

あ
る
。
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
の
ロ
シ
ア
・
ラ
ク
ス
マ
ン
使
節
の
来
航
を
機
に
、
松

平
定
信
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
対
外
的
枠
組
み
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
・
中
国
と
の
通
商

関
係
及
び
朝
鮮
・
琉
球
と
の
通
信
関
係
か
ら
な
る
「
鎖
国
」
を
基
準
と
し
た
と
き
、
当

時
の
人
び
と
の
認
識
で
は
、ど
の
程
度
の
変
更
か
ら
「
鎖
国
」
の
終
焉
＝
「
開
国
」
と

認
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

厳
密
に
い
え
ば
、
定
信
が
整
理
し
た
対
外
的
枠
組
み
か
ら
少
し
で
も
変
更
が
な
さ

れ
れ
ば
、そ
れ
を
も
っ
て
「
鎖
国
」
の
終
焉
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
祖
法
は
改
変
不
可
の
も
の
で
あ
る
と
の
大
方
の
人
び
と
の
認
識
と
は
異
な
る

認
識
に
よ
り
、「
開
国
」
論
を
唱
え
る
人
々
が
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
は
や
く
は
日

本
の
孤
立
主
義
を
憂
慮
し
た
国
学
者
の
本
居
宣
長
の
著
作
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
ロ

シ
ア
の
南
下
政
策
に
い
ち
早
く
反
応
し
、
天
明
期
に
ロ
シ
ア
と
の
交
易
開
始
を
含
む

蝦
夷
地
開
発
論
を
『
赤
蝦
夷
風
説
考
』
に
よ
り
老
中
・
田
沼
意
次
へ
進
言
し
た
仙
台

藩
医
・
工
藤
平
助
、
お
よ
び
西
洋
の
経
済
モ
デ
ル
を
理
想
と
し
、
重
商
主
義
の
立
場

を
と
る
経
世
家
の
本
多
利
明
・
佐
藤
深
淵
ら
も
、「
開
国
」
論
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。

　

な
お
、「
開
国
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、「
鎖
国
」
の
対
概
念
と
し
て
一
般
的
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に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
言
説
論
の
立
場
か
ら
研
究
を
お
こ
な
っ
た
大
島
明
秀
氏

お
よ
び
荒
野
泰
典
氏
に
よ
り
、
そ
れ
を
否
定
す
る
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

大
島
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は
、
ペ
リ
ー
来
航
当
初
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
明
治
二
〇
年
代
あ
た
り
か
ら
、
そ
れ
ま
で
「
鎖
国
」
の
対
概
念
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た
「
開
化
」
に
取
っ
て
代
わ
る
よ
う
に
「
開
国
」
が
歴
史
叙
述
に
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う（

5
（

。
ま
た
荒
野
氏
も
、「「
開
国
」
と
い
う
言
葉
は
、
幕

末
期
に
す
で
に
み
ら
れ
る
が
、
肯
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
日
本
社
会
へ
定
着
す
る
の

は
、
日
英
修
好
通
商
条
約
（
1（
マ

ゝ

（

8
9
4
年
）
前
後
の
こ
と
」
で
あ
る
と
す
る
上
白
石

実
氏
の
研
究
成
果
に
よ
り
な
が
ら
、「
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、「
開
国
」
が
、
ほ
と
ん

ど
手
放
し
に
肯
定
的
に
語
ら
れ
る
一
方
で
「
鎖
国
」
は
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
失

政
と
評
価
」
さ
れ
た
と
結
論
し
て
い
る（

（
（

。

　

こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
江
戸
時
代
の
人
び
と
は
「
開
国
」
と
い
う
概
念
を
有
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、「「
開
国
」
認
識
」
を
問
う
こ
と
自
体
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
石
井
孝
以
来
こ
れ
ま
で
の
研

究
に
お
い
て
は
、
大
島
氏
及
び
荒
野
氏
の
指
摘
と
は
異
な
り
、「「
鎖
国
」
の
否
定
」、

す
な
わ
ち
「
鎖
国
」
の
対
概
念
と
し
て
「
開
国
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
研
究
が
進

め
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
両
者
に
よ
る
言
説
論
研
究
の
指
摘
に
留
意
し
つ
つ
も
、
当
時

の
人
び
と
が
も
つ
「
鎖
国
」
の
否
定
概
念
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
通
信
関
係
と
通
商

関
係
か
ら
な
る
「
鎖
国
」
か
ら
何
ら
か
の
変
更
が
な
さ
れ
た
対
外
的
状
態
と
い
う
意

味
に
お
い
て
「
開
国
」
と
い
う
言
葉
を
、
ま
た
「
鎖
国
」
状
態
の
変
更
を
求
め
る
提

案
・
意
見
に
対
し
て
「
開
国
」
論
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
「
開
国
」
論
は
、
さ
き
に
み
た
日
本
の
孤
立
主

義
そ
の
も
の
を
危
惧
し
て
出
さ
れ
た
「
開
国
」
論
で
は
な
く
、
日
本
近
海
に
異
国
船

が
頻
繁
に
出
没
す
る
よ
う
に
な
り
、「
鎖
国
」
の
継
続
を
め
ぐ
っ
て
危
機
的
認
識
が
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
天
保
期
以
降
に
出
さ
れ
た
、
本
来
海
防
論
と
呼
ぶ
べ
き
著
作

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
松
本
斗
機
蔵
の
「
献
芹
微
衷
」（
以
下
、「
松
本
本
」）、
大

槻
磐
渓
の
「
献
芹
微
衷
」（
以
下
、「
磐
渓
本
」）
及
び
そ
の
版
本
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ

に
加
え
、
幕
府
の
「
開
国
」
認
識
を
探
る
た
め
、
具
体
的
に
通
商
要
求
が
行
わ
れ
た

ア
メ
リ
カ
大
統
領
書
翰
に
対
し
、
幕
府
か
ら
各
層
へ
諮
問
が
行
わ
れ
た
際
に
使
わ
れ

た
通
達
文
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
「
開

国
」
認
識
で
は
な
く
、
当
時
の
人
び
と
の
「
開
国
」
認
識
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た

い
。

一　

松
本
斗
機
蔵
「
献
芹
微
衷
」

　

は
じ
め
に
著
者
で
あ
る
松
本
斗
機
蔵
の
略
歴
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

松
本
斗
機
蔵（

（
（

は
、
寛
政
五
（
一
七
九
四
）
年
幕
臣
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
父
の
跡

を
継
ぎ
、
八
王
子
千
人
同
心
組
頭
を
務
め
た
の
ち
、
浦
賀
奉
行
所
で
の
役
職
に
就
く

直
前
、
天
保
十
二
（
一
八
四
〇
）
年
病
に
よ
り
四
九
歳
に
し
て
没
し
た
と
さ
れ
る
が
、

没
年
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
名
は
胤
親
、
菊
人
と
号
し
て
い
る
。

　

松
本
が
外
国
へ
と
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
父
六
郎
胤
保
が
、
斗
機
蔵

が
幼
少
で
あ
っ
た
寛
政
一
二
年
か
ら
文
化
二
（
一
八
〇
五
）
年
ま
で
蝦
夷
地
御
用
江

戸
掛
と
し
て
、
蝦
夷
地
と
の
連
絡
事
務
に
あ
た
り
、
ロ
シ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
海
外

情
報
に
接
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
父
に
影
響
さ
れ
た
こ
と
や
、
文
化
九
年
か

ら
翌
一
〇
年
迄
最
上
徳
内
が
八
王
子
に
滞
在
し
て
お
り
、
蝦
夷
地
を
実
地
踏
査
し
て

得
ら
れ
た
知
識
や
経
験
を
語
ら
れ
た
こ
と
に
感
動
を
覚
え
た
の
が
そ
の
理
由
と
し
て

考
え
ら
れ
る
と
い
う（

（
（

。

　

ま
た
、
最
上
徳
内
に
加
え
、
高
橋
景
保
、
近
藤
重
蔵
と
い
っ
た
、
当
時
海
外
情
報

通
と
し
て
知
ら
れ
た
人
々
と
交
流
し
、
文
化
末
年
頃
初
め
て
の
著
述
と
な
る
『
北
海

烏
舶
記
』
を
著
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
寛
永
二
〇
年
か
ら
文
化
五
年
ま
で
の
一
六
六
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年
間
に
北
方
に
来
航
し
た
異
国
船
の
記
録
で
、
の
ち
に
江
戸
時
代
の
対
外
関
係
に
つ

い
て
、
幕
命
に
よ
り
林
述
斎
が
ま
と
め
た
『
通
航
一
覧
』
に
多
く
が
引
用
さ
れ
て
い

る（
（
（

。

　

対
外
問
題
に
強
い
関
心
を
示
し
た
松
本
が
「
献
芹
微
衷（

（1
（

」
を
著
し
た
の
は
、
日
本

人
漂
流
民
を
返
還
す
る
た
め
に
来
航
し
た
モ
リ
ソ
ン
号
が
、
そ
の
目
的
を
達
せ
ず
日

本
を
離
れ
た
直
後
で
あ
っ
た
。
天
保
八
年
七
月
一
九
日
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
、
八
月

九
日
に
脱
稿
し
、同
月
二
〇
日
に
浄
書
さ
れ
水
戸
藩
主
徳
川
斉
昭
へ
提
出
さ
れ
た（

（（
（

。
特

に
ロ
シ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
を
想
定
し
て
、
幕
府
が
と
る
べ
き
方
策
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

以
下
具
体
的
な
内
容
を
見
て
お
こ
う（

（1
（

。

　

松
本
は
ま
ず
、
西
洋
型
大
船
を
建
造
す
べ
き
こ
と
が
急
務
で
あ
り
、
そ
の
大
船
の

建
造
方
法
を
オ
ラ
ン
ダ
に
乞
い
、
あ
わ
せ
て
航
海
訓
練
の
指
導
を
仰
ぐ
べ
き
と
す
る
。

そ
の
う
え
で
、
海
岸
付
大
名
に
対
し
、
西
洋
型
大
船
の
建
造
及
び
運
用
を
命
令
し
、
参

勤
交
代
時
に
そ
の
大
船
を
利
用
し
、
異
国
船
の
来
航
に
そ
な
え
海
岸
警
備
を
あ
わ
せ

て
お
こ
な
わ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
特
に
、
蝦
夷
地
と
琉
球
を
要
衝
の
地
と

と
ら
え
、
そ
こ
で
の
警
備
を
厳
に
す
べ
き
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
松
本
の
主
張
も

海
防
論
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
ロ
シ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
と
国
交
を
開
く
こ
と
を
提
言

し
て
い
る
。

　

ま
ず
ロ
シ
ア
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
年
ロ
シ
ア
の
南
下
に
よ
り
千
島
が
蚕
食

さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
蝦
夷
地
の
属
国
で
あ
る
の
で
も
と
に
復
し
、
国
境
を
定
め

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、「
千
嶋
ヲ
取
リ
復
ヘ
シ
テ
古
ノ
如
ク
蝦
夷
ノ
属
国

ト
セ
ン
コ
ト
難
キ
コ
ト
ニ
モ
非
ル
乎
、
先
ツ
第
一
ニ
、
オ
ロ
シ
ヤ
ノ
交
易
ヲ
許
シ
テ

唐
山
ト
ノ
私
交
易
ヲ
停
ム
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
、
ロ
シ
ア
と
の
交
易
を
開
始
す
る
に
あ
た

り
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
中
国
と
の
私
貿
易
を
停
止
す
べ
き
と
す
る
。
続
け
て

中
国
と
の
私
貿
易
に
関
す
る
歴
史
が
記
述
さ
れ
、
そ
の
後
「
ロ
シ
ヤ
ノ
交
易
ヲ
許
ル

シ
テ
唐
山
ノ
私
交
易
ヲ
停
ム
ル
ニ
ハ
先
カ
ム
サ
ツ
カ
。
オ
ホ
ツ
カ
両
湊
ノ
内
ヘ
国
書

ヲ
添
へ
使
節
ヲ
遣
ス
」
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
ラ
ク
ス
マ
ン
、
レ
ザ
ノ
フ

使
節
が
来
航
し
通
商
を
要
求
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
こ

と
に
対
し
、「
今
般
両
度
ノ
信
義
ヲ
謝
シ
、
鄰
国
ノ
好
ミ
ヲ
厚
フ
シ
、
二
国
ノ
界
ヲ
定

メ
、
交
易
ノ
事
ヲ
議
セ
ン
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

さ
ら
に
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
そ
の
交
易
方
法
で
、「
交
易
ハ
是
迄
唐
山
船
ニ
積
来

ル
貨
物
ノ
目
録
ヲ
以
テ
此
品
々
年
々
差
支
ヒ
ナ
ク
持
渡
ル
ヘ
ク
ハ
、
我　

邦
ノ
物
産

ノ
中
貴
国
ニ
於
テ
格
別
懇
望
ス
ル
由
ノ
品
々
別
紙
目
録
ノ
通
リ
交
易
ト
シ
テ
差
渡
」

そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
中
国
と
の
貿
易
で
扱
っ

て
い
た
諸
品
を
ロ
シ
ア
と
全
く
入
れ
替
え
よ
う
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り

日
本
か
ら
の
銅
の
流
出
も
防
げ
る
と
す
る
。
貿
易
総
量
を
変
え
る
こ
と
な
く
ロ
シ
ア

と
の
交
易
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
も
同
様
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
江
戸
幕
府
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
徳
川
家
康
よ
り
慶
長
五
年
に

ア
ン
ジ
ン
へ
交
易
許
可
が
な
さ
れ
、
日
英
交
易
が
始
ま
っ
た
こ
と
か
ら
書
き
起
こ
さ

れ
、
そ
の
上
で
、
以
下
の
よ
う
な
提
言
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
国
ニ
テ
、
オ
ロ
シ
ヤ
ノ
交
易
叶
ヒ
タ
ル
事
ヲ
聞
付
ケ
ナ
ハ
、
此
又
必

定
渡
来
シ
交
易
ヲ
願
フ
ヘ
キ
カ
、
サ
ラ
ハ
前
条
ニ
述
ル
如
ク
、
国
初
ノ
御
由
緒

有
之
ナ
レ
ハ
、
年
久
シ
キ
コ
ト
ニ
テ
、
御
朱
印
ハ
亡
失
ス
ル
ト
モ
、
和
蘭
ト
隔

年
ノ
商
売
ハ
許
サ
ル
ヘ
キ
カ

　

ロ
シ
ア
へ
交
易
を
許
可
し
た
場
合
は
イ
ギ
リ
ス
も
希
望
し
て
く
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
が
、
そ
の
場
合
は
開
府
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
も
あ
る
の
で
、
当
時
渡
し

て
い
た
御
朱
印
を
亡
失
し
て
い
た
と
し
て
も
、
オ
ラ
ン
ダ
と
隔
年
で
交
易
を
許
可
し

て
は
ど
う
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
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ロ
シ
ア
と
は
こ
れ
ま
で
交
易
の
実
績
は
な
か
っ
た
が
、
二
度
に
わ
た
り
通
商
要
求

を
目
的
と
し
た
使
節
を
派
遣
し
た
こ
と
に
加
え
、
隣
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
交
易
を
許

可
す
べ
き
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
開
府
初
期
に
関
係

が
成
立
し
、
オ
ラ
ン
ダ
同
様
朱
印
貿
易
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
「
実
績
」
に
も
と
づ

き
、「
復
活
」
さ
せ
て
は
ど
う
か
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ギ
リ

ス
と
隔
年
で
貿
易
を
お
こ
な
う
べ
き
と
す
る
意
見
は
、
貿
易
総
量
を
増
加
さ
せ
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
言
え
る
。
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
を
イ
ギ
リ
ス
が
引

き
起
こ
し
て
い
た
が
、
い
ま
だ
ア
ヘ
ン
戦
争
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
の
強
硬
な
対
外
姿
勢

が
み
ら
れ
る
前
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
嫌
悪
感
も
な

く
、
松
本
は
ロ
シ
ア
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
へ
も
通
商
を
許
容
す
べ
き
と
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

松
本
は
、
祖
法
と
さ
れ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
と
中
国
と
の
通
商
関
係
に
、
ロ
シ
ア
と

イ
ギ
リ
ス
を
新
た
に
組
み
込
も
う
と
す
る
提
案
を
行
っ
た
。
一
般
的
に
考
え
れ
ば
、通

商
国
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
開
国
」
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
当
時

に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
は
い
な
い
。
塩
田
順
庵
が
ま
と
め
た

海
防
論
集
の
『
海
防
彙
議
』
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時

に
お
い
て
は
海
防
論
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

松
本
の
真
意
は
貿
易
に
よ
り
西
洋
型
大
船
の
建
造
や
大
砲
の
製
造
に
必
要
な
費
用

を
賄
お
う
と
す
る
も
の
あ
っ
た
。
海
防
強
化
の
た
め
の
通
商
容
認
論
で
あ
り
、
富
国

強
兵
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
通
商
許
容
論
と
し
て
、
こ
の
「
献
芹
微
衷
」

を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
通
商
国
に
拡
大
が
み
ら
れ
る
が
、
貿
易
総

量
は
増
加
さ
せ
な
い
と
い
う
配
慮
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
通
商
国
の
増
加
を
も

っ
て
「
開
国
」
と
い
う
認
識
は
、
松
本
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二　

大
槻
磐
渓
「
献
芹
微
衷
」

　

こ
こ
で
は
松
本
と
は
異
な
り
、「
開
国
」
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
松
本
の
著

作
と
同
名
の
大
槻
磐
渓
に
よ
る
「
献
芹
微
衷（

（1
（

」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
早
い
段
階
か

ら
通
商
開
国
論
を
唱
え
、
開
明
的
と
称
さ
れ
る
大
槻
磐
渓（

（1
（

が
、
ま
さ
に
開
国
論
を
唱

え
た
端
緒
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
こ
こ
で
検
討
対
象
と
す
る
「
献
芹
微
衷
」
で

あ
る
。

　

著
者
の
大
槻
磐
渓
は
、
蘭
学
者
と
し
て
著
名
な
仙
台
藩
医
・
大
槻
玄
沢
の
次
男
と

し
て
、
享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
江
戸
木
挽
町
に
生
ま
れ
、
幼
名
六
二
郎
と
称
し
、
長

じ
て
か
ら
は
清
崇
と
名
乗
っ
た
。
通
称
は
、
平
次
郎
、
平
次
と
も
い
い
、
磐
渓
、
磐

翁
と
号
し
た
。
文
化
一
三
（
一
八
一
六
）
年
一
五
歳
に
し
て
林
大
学
頭
述
斎
の
私
塾

に
入
門
し
、
翌
年
に
は
昌
平
坂
学
問
所
へ
の
入
寮
が
認
め
ら
れ
、
松
崎
慊
堂
に
師
事

し
て
い
る
。
そ
の
後
仙
台
藩
藩
儒
と
な
り
、
藩
校
養
賢
堂
総
裁
を
務
め
る
な
ど
し
た

が
、対
外
的
有
事
に
際
し
て
、「
献
芹
微
衷
」
な
ど
の
意
見
書
を
上
申
す
る
と
と
も
に
、

ペ
リ
ー
来
航
時
に
は
そ
の
動
向
調
査
を
命
じ
ら
れ
、
探
索
活
動
を
精
力
的
に
お
こ
な

っ
て
い
る（

（1
（

。

　

そ
の
磐
渓
が
「
献
芹
微
衷
」
を
著
し
た
背
景
は
、
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
フ
ラ

ン
ス
・
セ
シ
ー
ユ
艦
隊
が
琉
球
・
長
崎
に
来
航
し
た
り
、
弘
化
三
年
に
ア
メ
リ
カ
人

宣
教
師
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
が
琉
球
で
滞
在
を
は
じ
め
た
り
し
た
こ
と
に
加
え
、
ア
メ

リ
カ
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
長
官
ヴ
ィ
ッ
ド
ル
率
い
る
コ
ロ
ン
バ
ス
号
の
浦
賀
来
航
及

び
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
閏
四
月
の
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
・
マ
リ
ナ
ー
号
に
よ
る
浦
賀

や
下
田
で
の
測
量
と
い
っ
た
一
連
の
対
外
的
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の

よ
う
な
異
国
船
の
来
航
を
重
く
み
た
幕
府
は
、
嘉
永
二
年
五
月
に
海
防
策
を
提
案
す

る
よ
う
求
め
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
磐
渓
に
よ
り
上
申
さ
れ
た
の
が
本
史
料
で
あ
る（

（1
（

。

　

そ
の
構
成
は
以
下
の
五
編
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
に
趣
旨
が
記
述
さ
れ
て
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い
る
。海

堡
篇海

防
之
第
一
策
、
不
在
待
其
来
以
防
之
、
而
在
及
其
不
来
内
自
固
焉
、
作

海
堡
篇
、

陸
戦
篇陸

戦
我
所
長
、
恃
其
長
而
彼
長
成
来
焉
、
不
可
不
取
彼
長
以
補
短
、
作
陸

戦
篇
、

水
戦
篇水

戦
彼
所
長
、
我
能
用
其
短
、
而
彼
長
終
屈
焉
、
寸
有
所
長
、
尺
有
所
短
、

作
水
戦
篇
、

隣
好
篇
上

夫
内
既
固
矣
、
外
通
信
隣
国
、
而
全
其
情
交
、
亦
固
彊
圉
之
第
一
策
焉
、
作

隣
好
篇
、

隣
好
篇
下

凡
築
軍
塁
、
造
兵
器
、
皆
莫
弗
財
之
資
焉
、
生
財
之
道
、
亦
不
可
置
策
、
作

隣
好
篇
下（

（1
（

、

　

各
編
の
表
題
を
み
て
も
、
い
ず
れ
も
「
開
国
」
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
概
要
を
み
れ
ば
、
具
体
的
な
海
防
策
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
磐
渓
の
孫
に

あ
た
る
大
槻
茂
雄
は
後
に
、「
隣
好
篇
の
上
が
開
国
論
の
主
眼
で
あ
る
」
と
評
し
て
い

る（
（1
（

が
、
こ
の
後
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、
開
国
を
主
眼
と
し
た
も
の
と
い
う
よ
り

も
、
松
本
同
様
海
防
強
化
を
目
的
と
し
た
通
商
許
容
論
で
あ
り
、
こ
の
部
分
も
海
防

策
の
一
つ
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
。

　

ペ
リ
ー
来
航
に
際
し
ア
メ
リ
カ
の
要
求
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
を
諮
問
し

た
の
と
は
違
い
、
こ
こ
で
は
幕
府
は
そ
も
そ
も
あ
る
特
定
の
国
か
ら
の
通
商
要
求
に

対
し
て
そ
の
是
非
を
論
じ
る
こ
と
を
求
め
て
は
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
異
国
船
の
日

本
近
海
へ
出
没
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
海
防
策
を
提
案
す
る
よ
う
に
求
め
た
の
で
あ

る
。
そ
の
求
め
に
応
じ
て
提
出
さ
れ
た
本
史
料
は
海
防
論
、
す
な
わ
ち
国
防
論
と
し

て
理
解
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

た
し
か
に
「
隣
好
篇
」
に
お
い
て
は
、「
夫
れ
内
既
に
固
ま
る
。
外
隣
国
に
通
信
し

て
、
そ
の
情
交
を
全
う
す
る
も
、
ま
た
彊
圉
を
固
く
す
る
の
第
一
策
な
り
」
と
し
、
ロ

シ
ア
へ
の
通
商
許
可
を
提
案
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
国
内
の
海
防
態
勢
が
固
ま
っ
た
と
し
、
国
外
に
つ
い
て
は
、
隣
国
と
情
を
交
わ

ら
せ
る
こ
と
で
、
国
境
を
強
固
な
も
の
と
す
る
こ
と
も
一
つ
の
方
策
で
あ
る
、
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ロ
シ
ア
と
の
交
易
を
説
い
て
は
い
る
が
、
ロ
シ
ア
か
ら
の
通
商
要
求
へ
の
対
応
と

し
て
で
は
な
く
、
国
防
上
ロ
シ
ア
と
同
盟
関
係
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
そ
の
見
返
り
と

し
て
、
一
八
世
紀
末
以
降
公
式
に
日
本
と
の
通
商
を
希
望
し
て
い
る
ロ
シ
ア
の
要
求

に
応
じ
よ
う
と
い
う
、
国
防
的
な
観
点
か
ら
の
提
案
で
あ
る
。
決
し
て
ロ
シ
ア
へ
の

通
商
容
認
を
皮
切
り
に
他
国
へ
も
通
商
を
拡
大
す
る
と
い
う
「
開
国
」
論
を
展
開
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
ロ
シ
ア
以
外
の
国
と
通
商
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
は
全
く
想

定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
通
商
に
つ
い
て
は
い
わ
ず
も
が
な
、
異
国
船
の
日
本
近
海
へ
の

接
近
も
許
そ
う
と
は
し
な
い
攘
夷
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
攘
夷
を
達

成
す
る
手
段
と
し
て
、
ロ
シ
ア
に
限
っ
て
通
商
を
許
可
す
る
と
い
う
も
の
な
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
松
本
本
同
様
本
書
が
書
か
れ
た
当
時
に
あ
っ
て
出
回
っ
て
い
た

さ
ま
ざ
ま
な
海
防
論
と
と
も
に
、「
海
防
論
集
」
に
分
類
で
き
る
写
本
類
に
収
録
さ
れ

て
い
る（

（1
（

こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。
当
時
に
あ
っ
て
は
海
防
論
と
し
て
読
ま
れ
て

い
た
の
で
あ
り
、
多
く
の
読
者
も
「
開
国
」
論
と
の
認
識
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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で
は
、な
に
ゆ
え
磐
渓
本
が
「
開
国
論
」
と
し
て
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
松

本
本
と
は
異
な
り
、
磐
渓
本
を
明
確
に
「
開
国
」
論
と
評
価
し
て
い
る
の
は
、
先
述

し
た
よ
う
に
磐
渓
の
孫
に
あ
た
る
大
槻
茂
雄
が
著
し
た
『
磐
渓
事
略
』
で
あ
る（

11
（

。
そ

の
自
序
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
磐
渓
三
〇
年
忌
に
あ
た
り
追
遠
祭

を
準
備
す
る
な
か
で
、
磐
渓
の
「
一
生
を
親
共
が
物
語
れ
る
を
筆
記
し
た
る
者
」
で

あ
る
と
い
う（

1（
（

。
そ
こ
に
は
、
磐
渓
が
嘉
永
二
年
の
幕
府
か
ら
の
諮
問
に
対
し
て
、「
献

芹
微
衷
」
を
著
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
先
述
し

た
と
こ
ろ
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
が
、
論
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
全
体
を
引
用

し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

磐
渓
先
生
も
此
年
十
月
に
献
芹
微
衷
と
い
ふ
一
書
を
作
ら
れ
た
。
こ
れ
が
祖
父

様
が
国
事
に
公
然
と
喙
を
容
れ
ら
れ
即
ち
開
国
論
を
唱
え
ら
れ
た
皮
切
り
で
あ

る
。
海
堡
篇
・
陸
戦
篇
・
水
戦
篇
・
隣
好
篇
上
・
下
の
都
合
五
篇
で
あ
つ
て
漢

文
で
か
ゝ
れ
た
。
其
中
で
隣
好
篇
の
上
が
開
国
論
の
主
眼
で
あ
る
か
ら
読
ん
で

み
な
さ
い
。
魯
西
亜
と
交
際
を
結
ぶ
事
の
国
家
の
急
務
な
こ
と
を
論
じ
、
英
吉

利
を
却
け
、
且
其
乱
暴
を
禦
く
手
だ
て
を
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ヤ
贔

屓
、
イ
ギ
リ
ス
嫌
ひ
が
十
分
に
吐
露
さ
れ
て
お
る（

11
（

。

　

最
初
の
「
海
堡
篇
」、「
陸
戦
篇
」、「
水
戦
篇
」
に
は
全
く
触
れ
ず
、「
隣
好
篇
」
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
ロ
シ
ア
と
の
通
商
容
認
を
含
む
国
交
を
結
ぶ
べ
き
と
の
提
案
だ
け

に
注
目
し
、全
体
の
論
調
を
踏
ま
え
ず
に
、こ
の
こ
と
の
み
を
も
っ
て
「
開
国
論
」
と

評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
磐
渓
は
、
こ
れ
に
よ
り
「
祖
法
」
の
変
更
が
生
じ
る
こ
と
は
認
識
し
て

い
る
。
祖
法
の
変
更
＝
開
国
と
い
う
認
識
で
在
る
な
ら
ば
、
本
史
料
を
「
開
国
」
論

と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、「
蓋
在
祖
宗
之
法
、
互
市
不
可
許
、

而
隣
好
固
不
禁（

11
（

」
と
、
祖
宗
の
法
、
す
な
わ
ち
祖
法
に
よ
り
交
易
は
不
可
と
さ
れ
て

い
る
が
、
隣
好
を
固
め
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
し
、
朝
鮮
と
琉

球
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〝
国
境
〟
を
接
す
る
朝
鮮
と
琉
球
と
は
通
信
関

係
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、〝
国
境
〟
を
接
す
る
ロ
シ
ア
と
通
交
す
る
の
は
祖

宗
に
触
れ
な
い
と
の
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
交
易
に
つ
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス

が
欲
し
て
い
る
の
は
銅
で
あ
り
、
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
と
中
国
と
の
交
易
で
は
、
銅
の

流
出
が
お
び
た
だ
し
い
こ
と
か
ら
、
ロ
シ
ア
と
の
交
易
で
銅
以
外
の
「
我
蝦
夷
所
産
、

昆
布
・
荅
喇
・
塩
鮭
・
枯
鮑
」
と
、
蝦
夷
地
で
と
れ
る
、
昆
布
、
鱈
、
塩
鮭
、
干
し

鮑
を
日
本
か
ら
の
輸
出
品
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
磐
渓
は
祖
法
の
拡
大
解
釈
を
お
こ
な
い
、
ロ
シ
ア
を
除
く
イ
ギ
リ
ス

を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
諸
国
か
ら
の
通
商
要
求
を
防
ぐ
た
め
、
ロ
シ
ア
と
の
通
商
・
通

信
関
係
を
認
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
祖
法
で
は
、
通
商
の
国
を
オ

ラ
ン
ダ
と
中
国
、
通
信
の
国
を
朝
鮮
と
琉
球
と
し
て
い
た
の
を
、
通
商
の
国
を
ロ
シ

ア
・
オ
ラ
ン
ダ
・
中
国
、
通
信
の
国
を
ロ
シ
ア
・
朝
鮮
・
琉
球
と
い
う
よ
う
に
、
通

商
の
国
と
通
信
の
国
と
い
う
枠
組
み
は
維
持
し
つ
つ
、
ロ
シ
ア
に
限
っ
て
追
加
す
る

と
い
う
こ
と
が
磐
渓
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
以
前

か
ら
通
商
要
求
を
お
こ
な
っ
て
い
る
隣
国
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
ロ
シ
ア
に
限
っ

て
、
通
商
・
通
信
関
係
へ
組
み
込
む
こ
と
で
、
海
防
強
化
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。

　

松
本
同
様
、
通
商
国
と
通
信
国
を
、
海
防
強
化
を
目
的
と
し
て
増
加
さ
せ
る
こ
と

を
磐
渓
は
主
張
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
通
商
の
国
と
通
信
の
国
と
い
う
祖
法
の
大

枠
を
崩
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
通
商
国
と
通
信
国
の
区
別
を
明
確
に
し
、

増
加
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
祖
法
か
ら
逸
脱
し
た
行
為
、
す
な
わ
ち
「
鎖
国
」
政

策
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
通
商
・

通
信
国
の
増
加
を
も
っ
て
「
開
国
」
と
い
う
認
識
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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三　

版
本
版
『
献
芹
微
衷
』

　

磐
渓
に
よ
る
「
献
芹
微
衷
」
は
、
執
筆
さ
れ
た
当
時
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
「
開

国
」
論
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
、
い
つ
か
ら
「
開
国
」
論
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
大
正
時
代
に
出
版
さ
れ
た
版
本
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す

る
。
こ
れ
は
、
故
大
槻
磐
渓
著
『
磐
渓
先
制
』
と
し
て
、
孫
の
大
槻
茂
雄
に
よ
っ
て

大
正
一
四
年
九
月
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
磐
渓
先
制
』
は
二
冊
か
ら
な
り
、

一
冊
目
が
『
献
芹
微
衷　

正
続
』、
二
冊
目
が
開
国
へ
の
気
持
ち
を
読
み
込
ん
だ
詩
が

集
め
ら
れ
た
『
昨
夢
詩
暦　

正
続
』
で
あ
る
。
写
本
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
「
献
芹
微

衷
」
と
は
別
に
、
他
に
も
開
国
論
と
評
価
さ
れ
て
き
た
意
見
書
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
大
槻
磐
渓
に
よ
る
「
献
芹
微
衷
」
が
版
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
意
図
を
探
る

た
め
、
ま
ず
そ
の
構
成
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
外
題
、
扉
、
見

出
し
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
外
題
）

　
　
　
　
　

献
芹
微
衷

　
　
　
　
　
　
（
扉
）

　
　
　
　
　
　
　

献
芹
微
衷

　
　
　
　
　
　
　
　
（
見
出
し
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

献
芹
微
衷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

論
評
二
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
堂
侯
評

　
　
　
　
　
　
（
扉
）

　
　
　
　
　
　
　

附
録

　
　
　
　
　
　
　
　
（
見
出
し
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

読
海
防
私
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
羽
倉
君
海
防
私
策
後

　
　
　
　
　
　
（
扉
）

　
　
　
　
　
　
　

続
献
芹
微
衷

　
　
　
　
　
　
　
　
（
見
出
し
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

続
献
芹
微
衷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
利
幹
議
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
利
幹
議
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
泉
仁
兵
衛
手
翰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

魯
西
亜
議
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

魯
西
亜
議
二

　

第
一
冊
目
の
「
献
芹
微
衷
」
の
題
簽
が
表
紙
に
付
さ
れ
た
冊
子
は
、「
献
芹
微
衷
」、

「
附
録
」、「
続
献
芹
微
衷
」
の
三
部
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
第
一
部
に
、
嘉
永
二
年

の
「
献
芹
微
衷
」
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
加
え
、「
献
芹
微
衷
」
を
評
価
す
る

文
章
が
二
編
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
献
芹
微
衷
」
を
批
判
し
た
羽
倉
簡
堂
の

「
海
防
私
策
」
に
対
す
る
反
論
が
第
二
部
「
附
録
」
と
し
て
あ
り
、
第
三
部
は
嘉
永
六

年
に
相
次
い
で
来
航
し
た
ア
メ
リ
カ
・
ペ
リ
ー
使
節
と
ロ
シ
ア
・
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
使

節
へ
の
対
応
策
で
あ
る
上
申
書
を
「
米
利
幹
議
」、「
魯
西
亜
議
」
と
し
て
ま
と
め
、そ

れ
を
評
価
す
る
文
章
と
と
も
に
、「
続
献
芹
微
衷
」
と
し
て
い
る
。

　

第
一
部
の
「
献
芹
微
衷
」
は
と
も
か
く
、
第
三
部
「
続
献
芹
微
衷
」
を
構
成
す
る

「
米
利
幹
議
」
及
び
「
魯
西
亜
議
」
は
、
執
筆
当
時
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
て
は
い
な
い
。

『
磐
渓
先
制
』
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
磐
渓
が
執
筆
し
た
上
申
書
の
内
容
に
応
じ
て

付
し
た
名
称
で
あ
る
。

　
「
米
利
幹
議
一
」
は
、
嘉
永
六
年
六
月
八
日
、
浦
賀
に
来
航
し
た
ペ
リ
ー
艦
隊
の
動
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向
調
査
を
終
え
、
江
戸
へ
帰
着
し
た
磐
渓
が
林
大
学
頭
復
斎
に
対
し
て
お
こ
な
っ
た

調
査
報
告
書
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
使
節
へ
の
対
応
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
。
ア
メ
リ
カ
使
節
に
、
通
商
は
祖
法
に
よ
り
容
認
で
き
な
い
こ
と
を
伝
え
た
と

こ
ろ
で
、
ロ
シ
ア
使
節
と
異
な
り
帰
帆
す
る
と
は
思
え
な
い
の
で
、
既
に
天
保
薪
水

給
与
例
で
実
施
し
て
い
る
の
に
準
じ
、
薪
水
・
食
料
な
ど
の
必
要
物
資
を
提
供
す
る

こ
と
を
認
め
て
は
ど
う
か
と
進
言
し
て
い
る（

11
（

。
ペ
リ
ー
来
航
前
年
の
嘉
永
五
年
の
オ

ラ
ン
ダ
別
段
風
説
書
で
報
じ
ら
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
側
の
最
大
の
要
求
が
通
商
で
あ

る
こ
と
を
磐
渓
は
す
で
に
知
っ
て
い
た
が
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
通
商
許
可
に
つ
い
て
は

全
く
言
及
し
て
い
な
い
。

　

さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
書
翰
へ
の
幕
府
に
よ
る
諮
問
に
対
し
て
、
嘉
永
六
年

八
月
八
日
に
若
年
寄
・
遠
藤
但
馬
守
胤
統
に
提
出
さ
れ
た
上
申
書
で
あ
る
「
米
利
幹

議
二
」
で
は
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
通
商
及
び
通
信
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
拒
否
す
べ
き

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
上
申
書
に
添
え
ら
れ
た
「
御
返
翰
案
」
で
は
、「
先
年
。
魯

西
亜
国
よ
り
。
使
節
を
立
て
。
我
国
に
通
信
通
商
を
乞
ふ
時
。
我
。
固
く
祖
宗
之
旧

法
を
守
て
。
其
乞
ひ
に
応
じ
難
き
を
諭
せ
し
か
ば
。
使
節
は
。
承
諾
し
て
速
や
か
に

帰
帆
し
。
爾
後
。
再
び
我
国
に
来
る
事
な
し
。
此
事
。
僅
に
四
十
餘
年
前
に
あ
り
。
今
。

若
し
新
に
貴
国
之
乞
ひ
を
許
諾
せ
ば
。
信
義
を
魯
西
亜
に
失
ふ
に
至
ら
ん（

11
（

。」
と
、
ア

メ
リ
カ
の
要
求
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
四
〇
年
以
上
前
に
同
じ
よ
う
な
要
求

を
し
て
き
た
ロ
シ
ア
に
対
し
信
義
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
拒
絶
す
べ
き
こ
と

を
提
言
し
て
い
る
。
全
面
的
な
「
開
国
」
は
想
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
長
崎
へ
来
航
し
た
ロ
シ
ア
・
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
使
節
の
応
接
掛
と
な
っ
た
勘

定
奉
行
・
川
路
左
衛
門
尉
聖
謨
に
対
し
、
嘉
永
六
年
九
月
二
〇
日
に
提
出
し
た
上
申

書
で
あ
る
「
魯
西
亜
議
一
」
及
び
同
年
一
〇
月
二
〇
日
に
老
中
・
阿
部
正
弘
へ
の
上

申
書
で
あ
る
「
魯
西
亜
議
二
」
は
、
す
で
に
「
献
芹
微
衷
」
以
来
繰
り
返
し
主
張
し

て
い
る
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
と
の
通
商
・
通
信
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ロ

シ
ア
へ
の
み
通
商
・
通
信
を
許
容
し
よ
う
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
「
ロ

シ
ア
び
い
き（

11
（

」
と
い
う
磐
渓
の
個
人
的
心
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
磐

渓
は
ロ
シ
ア
以
外
の
西
洋
諸
国
と
の
通
信
・
通
商
関
係
の
拡
大
を
図
ろ
う
と
い
う
意

図
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
西
洋
諸
国
へ
の

「
開
国
」
を
志
向
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
槻
茂
雄
は
磐
渓
の
上
申
書
類
を

一
書
に
ま
と
め
、「
開
国
」
論
の
先
駆
け
と
し
て
版
本
を
出
版
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

動
機
に
つ
い
て
は
、
磐
渓
の
子
の
大
槻
如
電
・
文
彦
及
び
孫
の
茂
雄
が
連
名
で
出
版

し
た
『
献
芹
微
衷
』
の
末
文
に
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

大
正
十
三
年
二
月
十
一
日
、
先
臣
大
槻
磐
渓
に
、
従
五
位
を
贈
ら
せ
給
ふ
、
誠

に
難
有
御
事
と
奉
存
候
、
先
臣
は
仙
台
藩
儒
臣
に
て
一
生
を
送
り
、
国
家
に
対

し
直
接
に
さ
し
た
る
功
績
も
無
之
に
、
如
何
な
る
恩
典
か
と
退
て
熟
慮
致
候
処
、

開
国
論
の
首
唱
其
一
因
に
も
や
と
存
候
、
献
芹
微
衷
と
題
し
候
著
書
は
、
嘉
永

二
年
同
六
年
に
開
国
の
持
論
を
要
路
に
建
白
し
た
る
も
の
、
正
続
二
篇
有
之
申

候
、
又
昨
夢
詩
暦
と
申
す
詩
集
は
、
身
事
世
事
を
吟
詠
せ
し
者
に
て
其
世
事
に

対
し
て
は
開
国
説
を
賦
し
候
者
甚
多
く
有
之
候
、

　

す
な
わ
ち
叙
勲
に
あ
た
り
、
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
磐
渓
の
子
孫
た
ち
が
、
磐

渓
の
上
申
書
類
を
「
開
国
」
論
と
し
て
広
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
内
容
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
「
開
国
」
論
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
大
正
時
代
に
な
っ
て
磐
渓
が
「
開
国
」
論
者
と
し
て
子
孫
に
よ

っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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四　

ア
メ
リ
カ
大
統
領
書
翰
へ
の
諮
問
通
達
文

　

こ
こ
ま
で
対
外
関
係
を
憂
慮
す
る
識
者
に
よ
る
意
見
書
を
と
お
し
て
、当
時
の
「
開

国
」
認
識
を
考
え
て
き
た
。
次
ぎ
に
、
幕
府
に
よ
る
「
開
国
」
認
識
に
つ
い
て
、
ア

メ
リ
大
統
領
書
翰
を
各
層
へ
廻
達
し
た
際
の
諮
問
通
達
文
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り

明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

嘉
永
六
年
六
月
一
九
日
、
浦
賀
奉
行
井
戸
弘
道
及
び
同
戸
田
氏
栄
が
受
け
取
っ
た

ア
メ
リ
カ
大
統
領
書
翰
は
江
戸
へ
送
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
老
中
・
阿
部
正
弘
ら
幕
閣

は
、
周
知
の
よ
う
に
、
広
く
幕
臣
や
諸
大
名
な
ど
へ
ア
メ
リ
カ
大
統
領
書
翰
に
対
す

る
意
見
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
通
達
文
は
、
内
容
的
に
は
大
差
は
な
い
も
の

の
文
言
に
異
同
が
あ
る
複
数
種
が
確
認
さ
れ
て
お
り（

11
（

、
具
体
的
に
検
討
す
べ
き
事
項

が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
文
言
の
異
な
る
複
数
種
の
通
達
文

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
幕
閣
は
い
か
な
る
対
外
方
針
の
変
更
に
関
す
る
認
識
を

も
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　

最
初
の
諮
問
は
、
諸
大
名
に
対
し
て
で
は
な
く
、
六
月
二
六
日
に
評
定
所
一
座
及

び
三
番
頭
な
ど
へ
お
こ
な
わ
れ
て
い
る（

11
（

が
、
評
定
所
一
座
と
三
番
頭
へ
の
通
達
文
と

で
は
、
双
方
の
文
言
の
間
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
海
防
掛
を
含
む
評
定
所
一
座
へ

の
通
達
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

今
度
浦
賀
表
江
渡
来
之
亜
墨
利
加
船
よ
り
差
出
候
書
翰
之
和
解
写
二
冊
相
渡
候
、

此
度
之
儀
、
実
ニ
国
家
之
一
大
事
ニ
有
之
、
通
商
御
許
容
ニ
相
成
候
得
は
、
御

国
法
相
立
不
申
、
却
而
後
患
も
不
少
、
御
許
容
無
之
節
は
、
防
禦
之
手
当
上
下

一
同
格
別
厳
重
ニ
不
被
行
届
候
而
は
、
御
安
心
之
場
合
ニ
は
難
至
候
間
、
右
書

翰
之
趣
得
と
遂
熟
覧
、
彼
方
之
術
中
ニ
不
落
入
様
、
一
体
之
利
害
得
失
後
来
之

所
迄
も
、
銘
々
深
く
思
慮
を
尽
し
、
如
何
様
之
御
処
置
ニ
而
、
其
国
ニ
当
り
可

申
哉
、
仮
令
忌
憚
ニ
触
候
筋
ニ
而
も
不
苦
候
間
、
聊
心
底
を
不
残
遺
策
無
之
様
、

十
分
ニ
評
議
致
し
可
被
申
聞
候
事（

11
（

、

　

冒
頭
の
一
文
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
書
翰
と
ペ
リ
ー
に
よ
る
来
航
等
を
綴

っ
た
書
翰
の
翻
訳
書
の
写
し
を
手
交
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
通
達
書

と
も
共
通
し
て
い
る
。
違
い
は
次
か
ら
の
部
分
に
見
ら
れ
、
評
定
所
一
座
へ
は
「
此

度
之
儀
、
実
ニ
国
家
之
一
大
事
ニ
有
之
、
通
商
御
許
容
ニ
相
成
候
得
は
、
御
国
法
相

立
不
申
、
却
而
後
患
も
不
少
、
御
許
容
無
之
節
は
、
防
禦
之
手
当
上
下
一
同
格
別
厳

重
ニ
不
被
行
届
候
而
は
、
御
安
心
之
場
合
ニ
は
難
至
候
」
と
、
主
立
っ
た
三
つ
の
ア

メ
リ
カ
の
要
求
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
通
商
の
可
否
に
つ
い
て
、
通
商
を
許
可
し
た

場
合
と
拒
絶
し
た
場
合
に
起
こ
り
う
る
で
あ
ろ
う
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
示
し
つ

つ
、
対
応
方
針
を
諮
問
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
法
」
を
枉
げ
て
通
商
を
許
可
す

る
の
か
、
海
防
に
不
安
が
残
る
も
の
の
拒
絶
す
る
の
が
よ
い
の
か
を
問
う
て
い
る
の

で
あ
る
。
評
定
所
一
座
宛
通
達
文
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
三
要

求
の
う
ち
、「
通
商
」
要
求
が
、
従
来
幕
府
が
と
っ
て
き
た
対
外
的
枠
組
み
を
大
き
く

変
化
さ
せ
る
要
因
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ

う
。

　

一
方
、
三
番
頭
へ
の
通
達
文
は
、

浦
賀
表
へ
渡
来
之
亜
墨
利
加
船
よ
り
差
出
候
書
翰
之
和
解
写
弐
冊
相
達
候
、
此

度
之
義
は
、
国
家
之
御
一
大
事
ニ
有
之
、
実
ニ
不
容
易
筋
ニ
候
間
、
右
書
翰
之

趣
意
得
と
遂
熟
覧
、
銘
々
存
寄
之
品
も
有
之
候
ハ
ヽ
、
仮
令
忌
憚
ニ
触
候
而
も

不
苦
候
間
、
聊
心
底
を
不
残
十
分
ニ
可
被
申
聞
候（

11
（

、

と
あ
る
。



− 43 −

幕末期における「開国」認識

　

評
定
所
一
座
へ
は
、
具
体
的
に
「
通
商
」
の
可
否
に
つ
い
て
諮
問
し
て
い
る
の
に

対
し
、
三
番
頭
に
は
、「
此
度
之
義
は
、
国
家
之
御
一
大
事
ニ
有
之
、
実
ニ
不
容
易
筋

ニ
候
」
と
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
要
求
さ
れ
た
こ
と
自
体
が
「
国
家
之
一
大
事
」
で
あ
る

と
し
、
そ
れ
へ
の
対
応
策
を
述
べ
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
の
は
、
評
定
所
一
座
へ
の

指
示
と
く
ら
べ
具
体
的
な
意
見
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

　

そ
の
後
七
月
一
日
に
諸
大
名
へ
も
諮
問
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、『
幕
末
』
に
は
三
種

類
の
通
達
文（

1（
（

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、「
第
一
種
」
と
分
類
さ
れ
た
通
達
文
は
、

浦
賀
表
江
渡
来
之
亜
墨
利
加
船
ゟ
差
出
候
書
翰
和
解
弐
冊
相
達
候
、
此
度
之
儀

は
、
国
家
之
御
一
大
事
ニ
有
之
、
実
ニ
不
容
易
筋
ニ
候
間
、
右
書
翰
之
趣
意
得

と
被
遂
熟
覧
、
銘
々
存
寄
之
品
も
有
之
候
ハ
ゝ
、
仮
令
忌
憚
ニ
触
候
而
も
不
苦

候
間
、
聊
心
底
を
不
残
十
分
ニ
可
被
申
聞
候
、

と
、
三
番
頭
へ
の
通
達
文
と
同
文
で
あ
る
。

　
「
第
二
種
」
は

今
度
浦
賀
表
江
渡
来
之
亜
墨
利
加
船
よ
り
差
出
候
書
翰
之
和
解
写
二
冊
相
渡
候
、

通
商
之
儀
は
、
是
迄
之
仕
来
も
有
之
、
御
許
容
之
可
否
ハ
、
不
容
易
事
に
て
、
実

に
国
家
之
御
一
大
事
に
候
間
、
右
書
翰
之
趣
意
得
と
遂
熟
覧
、
一
体
之
利
害
得

失
、
後
来
之
所
迄
も
、
厚
く
思
慮
を
被
尽
、
仮
令
忌
憚
ニ
触
候
事
ニ
而
も
不
苦

候
間
、
銘
々
心
底
を
不
残
、
見
込
之
趣
十
分
に
可
被
申
聞
候
事
、

此
度
亜
墨
利
加
船
持
参
之
書
翰
於
浦
賀
表
請
取
候
ハ
、
全
一
時
之
権
道
に
有
之

候
間
、
右
に
不
相
泥
、
存
寄
之
趣
可
被
申
聞
候
事
、

と
、評
定
所
一
座
へ
の
通
達
文
同
様
「
通
商
」
と
い
う
語
句
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
通
商
の
可
否
が
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
は
、
同
じ
で
あ
る
が
評
定

所
一
座
へ
の
通
達
で
み
ら
れ
た
「
御
国
法
」
と
い
う
語
句
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で

は
、
他
の
通
達
文
同
様
、「
国
家
之
御
一
大
事
」
で
あ
る
と
し
、
通
商
を
許
可
し
た
場

合
と
許
可
し
な
か
っ
た
場
合
と
で
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
、
お
よ
び
今
後
の
影

響
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
三
種
は
、「
有
所
不
為
斎
雑
録
」
に
よ
れ
ば
、
七
月
一
日
に
月
並
出
仕
方
、
万
石

以
上
之
面
々
へ
通
達
さ
れ
た
も
の
で
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　

横
紙

今
度
浦
賀
表
へ
渡
来
之
亜
墨
利
加
船
ヨ
リ
差
出
候
書
翰
之
和
解
写
二
冊
相
渡

候
、
右
書
翰
之
趣
ハ
、
不
容
易
事
ニ
付
、
御
許
容
難
相
成
ハ
勿
論
ニ
候
得
共
、
右

ニ
付
而
ハ
、
御
備
場
ハ
申
ニ
不
及
、
内
海
之
御
備
向
迄
モ
、
格
別
御
手
厚
相
整

居
不
申
候
而
ハ
、
御
安
心
ハ
難
被
遊
儀
ニ
有
之
、
此
度
之
儀
ハ
、
実
ニ
国
家
之

御
一
大
事
ニ
候
間
、
重
而
渡
来
之
節
、
如
何
様
之
御
処
置
ニ
テ
可
然
哉
、
右
書

翰
之
趣
得
と
遂
熟
覧
、一
体
之
利
害
得
失
従
来
之
處
迄
も
深
ク
思
慮
ヲ
被
尽
、仮

令
忌
憚
ニ
触
候
事
ニ
而
モ
不
苦
候
間
、
聊
遺
策
無
之
様
、
見
込
之
趣
十
分
ニ
可

被
申
聞
候
事
、

又
一
通

此
度
於
浦
賀
表
亜
墨
利
加
船
書
翰
請
取
候
儀
ハ
、
全
ク
一
時
之
権
道
ニ
有
之
候

間
、
右
に
不
相
泥
、
存
寄
之
趣
可
被
申
聞
候
事
、

　

こ
こ
で
は
、「
御
許
容
難
相
成
ハ
勿
論
ニ
候
得
共
」
と
ま
ず
許
容
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
の
う
え
で
海
防
態
勢
が
整
わ
な
い
な
か
で
再
来
航
に

ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
を
諮
問
し
て
い
る
。
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以
上
よ
り
幕
閣
は
評
定
所
一
座
へ
の
通
達
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
通
商
」
の
可

否
が
祖
法
の
改
変
に
つ
な
が
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
松
本
斗
機
蔵

と
大
槻
磐
渓
は
、
通
商
・
通
信
国
の
増
加
を
も
っ
て
祖
法
か
ら
の
逸
脱
と
は
認
識
し

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
幕
閣
か
ら
し
て
み
る
と
、
要
求
が
な
か
っ
た
通
信
国
を

含
め
、
通
商
国
の
増
加
は
「
鎖
国
」
政
策
の
放
棄
と
し
て
認
識
す
べ
き
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
こ
で
幕
府
及
び
意
見
を
求
め
ら
れ
た
者
た
ち
が
想
定
し
て
い
る
「
通
商
」

と
は
、
従
来
の
日
蘭
、
日
中
貿
易
と
同
様
の
幕
府
に
よ
る
許
認
可
に
も
と
づ
く
も
の

で
、
貿
易
総
量
な
ど
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
「
管
理
貿
易
」
で
あ
り
、
当
時
欧

米
諸
国
に
お
い
て
は
自
明
と
な
っ
て
い
た
「
自
由
貿
易
」
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
し

て
お
き
た
い
。
ア
メ
リ
カ
大
統
領
書
翰
に
お
い
て
も
貿
易
形
態
に
つ
い
て
は
言
及
さ

れ
て
お
ら
ず
、
何
ら
説
明
も
な
く
要
求
さ
れ
た
「
通
商
」
と
は
、
当
時
幕
府
が
オ
ラ

ン
ダ
及
び
中
国
と
の
間
で
お
こ
な
っ
て
い
た
貿
易
形
態
を
想
起
し
た
と
し
て
も
不
思

議
で
は
な
い
。

　

ま
た
幕
閣
に
お
い
て
は
、
ペ
リ
ー
来
航
前
年
の
嘉
永
五
年
六
月
に
新
任
オ
ラ
ン
ダ

商
館
長
と
し
て
長
崎
出
島
に
着
任
し
た
ド
ン
ケ
ル
・
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
が
、
ペ
リ
ー
来

航
予
告
情
報
を
含
む
別
段
風
説
書
と
と
も
に
も
た
ら
し
た
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
対
応
策

に
言
及
し
た
、
い
わ
ゆ
る
バ
タ
ビ
ア
総
督
文
書
及
び
そ
の
具
体
案
で
あ
る
通
商
条
約

草
案（

11
（

を
入
手
し
て
い
た
。
幕
閣
と
し
て
は
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
使
節
の
来
航
及
び
そ

の
目
的
を
承
知
の
う
え
で
ま
と
め
ら
れ
た
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
対
応
案
及
び
そ
の
対

応
案
の
中
核
と
も
な
る
通
商
条
約
草
案
を
参
照
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

先
に
み
た
評
定
所
一
座
へ
の
老
中
に
よ
る
通
達
文
に
お
け
る
「
通
商
」
と
い
う
用

語
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
も
、
長
文
で
あ
る
が
全
文
を
引
用
し
、
通
商
条
約
草
案

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一

北
ア
メ
リ
カ
州
共
和
政
治
司
ゟ
多
分
願
事
仕
候
儀
可
有
之
、
右
願
全
く
御
取
用

不
被
成
候
様
ニ
無
之
、
確
執
出
来
不
申
之
為
め
、
聊
斗
之
事
ニ
而
も
御
免
許
御

座
候
方
可
然
奉
存
候
、
尚
阿
蘭
陀
人
之
外
た
り
と
も
食
用
薪
水
幷
舩
修
復
等
之

為
め
入
用
之
品
は
御
與
へ
病
人
養
生
之
御
手
当
被
為
成
候
様
御
沙
汰
ニ
相
成
候

方
可
然
奉
存
候
、

第
二

日
本
国
ニ
往
古
ゟ
敵
対
不
仕
国
々
之
者
、
若
通
商
相
願
候
ハ
ゝ
、
長
崎
ニ
渡
海

御
免
被
成
、
左
之
箇
条
御
立
被
為
成
可
然
奉
存
候
、

第
一
、
通
商
之
儀
は
長
崎
湊
ニ
限
候
事
、

第
二
、
通
商
御
免
之
国
は
其
国
重
役
同
所
江
相
詰
候
事
、

第
三
、
通
商
御
免
之
国
人
之
住
館
、
同
所
江
御
手
当
ニ
相
成
候
事
、

　
　
　
　

附
り此

三
箇
条
相
立
候
得
は
、
日
本
之
内
外
場
所
ニ
罷
出
候
患
有
之

間
敷
候
、

第
四
、
外
国
人
と
之
交
易
之
儀
は
、
江
戸
・
京
・
大
坂
・
堺
・
長
崎
、
五
ヵ

所
商
人
ニ
限
候
事
、

　
　
　
　

附
り此

箇
条
之
儀
は
、
日
本
国
法
ニ
而
外
国
人
と
私
之
交
易
御
停
止

之
趣
阿
蘭
陀
国
王
伝
承
罷
在
候
、
依
之
此
趣
向
ニ
候
得
は
、
御

国
法
ニ
相
背
候
儀
有
之
間
敷
奉
存
候
、

第
五
、
御
法
御
立
交
易
之
趣
向
御
定
、
長
崎
湊
ニ
御
番
所
御
立
之
事

　
　
　
　

附
り此

箇
条
は
舩
之
出
入
荷
物
之
積
卸
之
御
改
方
ニ
付
、
御
規
定
相

定
相
立
可
申
奉
存
候
、
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第
六
、
交
易
取
引
之
儀
は
双
方
長
崎
会
所
或
は
大
坂
会
所
之
手
形
ニ
而
相
弁

候
事
、

　
　
　
　

附
り此

箇
条
は
日
本
之
御
法
ニ
而
金
銀
外
国
江
御
渡
御
停
止
之
由
、且

又
外
国
之
金
銀
日
本
ニ
而
通
用
不
仕
由
、
依
之
右
趣
向
ニ
仕
候

得
は
、
御
国
法
ニ
背
間
敷
奉
存
候
、

第
七
、
諸
品
物
運
上
等
之
御
規
定
程
能
御
立
之
事
、

　
　
　
　

附
り此

箇
条
は
外
国
人
共
運
上
差
出
候
様
相
成
、
且
過
分
之
荷
物
持

渡
不
申
様
之
防
ニ
可
相
成
、
尤
運
上
格
別
相
増
候
得
は
、
苦
情

申
立
候
様
可
相
成
、
依
之
程
能
申
上
候
儀
ニ
御
座
候
、

第
八
、
交
易
義
ニ
付
、
外
国
人
取
合
出
来
候
節
は
長
崎
御
奉
行
所
と
外
国
重

役
と
取
扱
ニ
相
成
候
事
、

第
九
、
御
法
を
犯
候
外
国
人
は
、
其
国
之
支
配
ニ
而
仕
置
可
致
事
、

第
十
、
日
本
御
館
府
向
ニ
而
、
石
炭
囲
場
所
、
外
国
人
江
御
差
図
之
事
、

　
　
　
　

附
り此

箇
条
は
、
北
ア
メ
リ
カ
洲
西
方
之
渚
、
ア
シ
ア
州
東
方
之
渚

幷
唐
国
と
之
蒸
気
舩
渡
海
、
就
中
北
ア
メ
リ
カ
州
共
和
政
治
弁

利
之
為
め
、
既
に
是
迄
相
立
候
場
所
も
有
之
、
就
而
は
右
様
之

振
合
ニ
石
炭
囲
場
所
相
定
候
儀
必
用
之
事
ニ
御
座
候
、

一
、
阿
蘭
陀
国
王
之
志
意
は
、
北
ア
メ
リ
カ
共
和
政
治
司
ゟ
之
願
、
前
条
之
振

合
ニ
御
答
被
為
成
候
ハ
ゝ
、
御
安
全
之
御
策
と
奉
存
候
、

　

大
き
く
「
第
一
」
と
「
第
二
」
と
二
部
に
分
か
れ
た
通
商
条
約
草
案
は
、ま
ず
「
第

一
」
で
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
要
求
へ
の
対
応
策
の
枠
組
み
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ

カ
か
ら
の
要
求
に
つ
い
て
は
、
拒
否
し
た
場
合
紛
争
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
些

細
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
受
け
入
れ
る
べ
き
と
す
る
。
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
に
対
す
る
の

と
同
様
、
食
料
・
薪
水
の
給
与
、
破
損
し
た
船
の
修
復
に
必
要
な
材
料
の
提
供
、
漂

流
民
保
護
を
お
こ
な
う
べ
き
と
す
る
。
そ
し
て
、「
第
二
」
に
お
い
て
、「
通
商
」
受

け
入
れ
を
前
提
と
し
て
、
具
体
的
な
提
案
が
一
〇
箇
条
に
わ
た
り
、
そ
の
根
拠
と
と

も
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

最
初
の
三
箇
条
で
は
、
通
商
場
所
を
長
崎
に
限
定
し
、
そ
こ
に
相
手
国
の
役
人
を

置
き
あ
わ
せ
て
役
館
を
設
置
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
こ
れ
は
、
貿
易
活
動
地
域
を

制
限
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
外
国
人
の
行
動
制
限
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本

に
と
っ
て
優
位
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
や
中
国
同
様
の
措
置
を
と

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
四
箇
条
で
は
、
日
本
側
の
海
外

貿
易
に
関
与
可
能
な
商
人
を
、
江
戸
・
京
・
大
坂
・
堺
・
長
崎
の
五
ヵ
所
の
商
人
に

限
定
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
こ
れ
は
、「
私
之
交
易
」
を
禁
止
す
る
と
い
う
日
本
の

国
法
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
が
、
幕
府
の
許
可
を
得
た
五
ヵ
所
商
人
の
み

に
貿
易
権
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
寛
永
以
前
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
糸
割

符
制
度
を
模
し
た
貿
易
方
法
が
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
第
五
箇
条
で
は
、
入
出
港
す
る
船
の
管
理
を
お
こ
な
う
船
番
所
の
設
置
が
、

第
六
箇
条
で
は
決
済
手
段
と
し
て
長
崎
及
び
大
坂
会
所
の
手
形
を
用
い
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
か
ら
の
金
銀
の
流
出
を
防
ぐ
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
一
方
で
、
海
外
で
通
用
し
て
い
る
金
（
貨
）・
銀
（
貨
）
は
日
本
で
は
決

済
手
段
と
し
て
通
用
し
な
い
こ
と
か
ら
の
提
案
で
あ
る
。
第
七
箇
条
は
貿
易
総
量
を

制
限
す
る
た
め
に
貿
易
品
に
関
す
る
規
定
を
制
定
す
る
こ
と
を
、
第
八
箇
条
は
商
取

引
に
お
い
て
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
の
処
置
に
つ
い
て
、
第
九
箇
条
で
は
来
日
外
国

人
商
人
が
日
本
の
法
律
に
違
反
し
た
場
合
は
、
当
該
国
の
法
律
に
よ
り
裁
か
れ
る
こ

と
の
規
定
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
第
一
〇
箇
条
は
、
ア
メ
リ
カ
の
三
つ
の
要
求
の
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一
つ
で
あ
る
石
炭
貯
蔵
場
所
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
備
す
べ
き
と
の
案
が
示
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
要
求
を
す
べ
て
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
特
に
幕
府
に
と
っ

て
懸
案
事
項
と
な
る
で
あ
ろ
う
「
通
商
」
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
寛
永
以
前
に
幕
府

が
お
こ
な
っ
て
い
た
糸
割
符
制
度
を
模
し
た
貿
易
形
態
を
提
案
す
る
な
ど
、
極
力
日

本
の
「
国
法
」
に
抵
触
し
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

長
崎
・
出
島
に
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
付
医
師
と
し
て
滞
在
し
た
経
験
が
あ
り
、
日
本
研

究
書
と
し
て
著
名
な
『
日
本
』
を
執
筆
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
、
フ
ラ
ン
ツ
・
フ

ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
が
草
案
を
作
成
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

当
時
オ
ラ
ン
ダ
政
府
の
日
本
事
情
顧
問
で
あ
っ
た
シ
ー
ボ
ル
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
の

対
日
遠
征
計
画
を
知
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
省
に
対
し
て
「
も
っ
と
も
穏
健
な
解
決

策
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
が
日
本
と
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
提
言
し
」、「
条
約
締
結
の

前
例
を
作
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
主
要
国
も
続
い
て
こ
れ
に
倣
い
、
日
本
と
平
和
的

に
交
流
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
き
、
条
約
草
案
を
提
出
し
た
の
で
あ
る（

11
（

。
そ

し
て
、
こ
の
提
言
を
受
け
、
長
崎
で
の
実
際
の
交
渉
の
際
に
は
、「
オ
ラ
ン
ダ
の
特
権

を
追
求
す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
全
て
削
除
し
更
に
日
本
の
危
険
を
無
私
の
態
度
で

勧
告
」
す
る
こ
と
が
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
総
督
と
植
民
省
大
臣
と
の
間
で
確
認
さ
れ
て

い
る（

11
（

。
こ
の
方
針
に
基
づ
き
、
新
た
に
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
と
な
っ
た
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス

は
、
シ
ー
ボ
ル
ト
に
よ
る
条
約
草
案
を
修
正
の
う
え
長
崎
奉
行
へ
提
出
し
た
の
が
先

に
み
た
史
料
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
事
情
を
よ
く
知
る
立
場
に
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ

か
ら
の
提
案
で
あ
る
の
で
、
幕
閣
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
出
さ
れ
た
旧
来
の
貿
易
形
態
で

ア
メ
リ
カ
も
納
得
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府
の

考
え
る
通
商
の
可
否
と
は
、
ア
メ
リ
カ
が
要
求
す
る
自
由
貿
易
に
よ
る
通
商
で
は
な

く
、
こ
れ
ま
で
オ
ラ
ン
ダ
及
び
中
国
と
お
こ
な
っ
て
き
た
貿
易
形
態
を
ア
メ
リ
カ
に

適
用
さ
せ
る
か
否
か
を
問
題
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
オ
ラ
ン

ダ
と
中
国
の
二
カ
国
に
加
え
、
三
番
目
の
通
商
国
と
し
て
ア
メ
リ
カ
を
加
え
る
か
否

か
が
、
幕
府
に
と
っ
て
こ
の
時
点
で
の
課
題
と
し
て
映
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

天
保
期
以
降
、
異
国
船
の
日
本
近
海
へ
の
来
航
が
頻
繁
と
な
る
な
か
、「
鎖
国
」
体

制
の
継
続
を
目
的
と
し
て
著
さ
れ
た
通
商
容
認
を
含
む
海
防
論
と
ペ
リ
ー
が
持
参
し

た
ア
メ
リ
カ
大
統
領
書
翰
に
対
す
る
各
層
へ
の
諮
問
に
関
す
る
通
達
文
を
主
た
る
検

討
対
象
と
し
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
「
開
国
」
認
識
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

　

松
本
斗
機
蔵
は
、
通
商
に
つ
い
て
は
、
貿
易
総
量
を
そ
れ
ま
で
と
同
じ
に
す
る
こ

と
を
条
件
に
、
ロ
シ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
へ
、
通
信
に
つ
い
て
は
ロ
シ
ア
へ
許
す
べ
き
と

し
た
。
ま
た
、大
槻
磐
渓
も
ロ
シ
ア
に
対
し
、通
商
と
通
信
を
許
す
べ
き
と
し
た
。
し

か
し
、
通
商
・
通
信
国
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
鎖
国
」
祖
法
に
抵
触
す
る
と
は

い
ず
れ
も
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
通
信
・
通
商
の
枠
組
み
が
保
持
さ

れ
て
い
れ
ば
、
国
の
数
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
通
商
国
と
通
信
国
が
増
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
も

っ
て
「
開
国
」
し
た
と
い
う
認
識
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
、
ペ
リ
ー
が
持
参
し
た
大
統
領
書
翰
に
対
し
て
各
層
へ
意
見
を
募
っ

た
際
の
通
達
文
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
通
商
を
許
可
す
べ
き
か
否
か
が
大
き
な
争
点
で

あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
斗
機
蔵
や
磐
渓
と
異
な
り
、
オ
ラ
ン
ダ
・
中
国
と
お
こ

な
っ
て
い
た
形
態
の
通
商
で
さ
え
も
国
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
祖
法
に
抵
触
す
る
も

の
で
あ
り
、
通
信
・
通
商
国
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
で
「
鎖
国
」
政
策
を
放
棄
し
た
と

の
認
識
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
の
な
か
締
結
さ
れ
た
日
米
和
親

条
約
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
シ
ア
・
オ
ラ
ン
ダ
と
の
諸
条
約
に
お
い
て
は
、

す
で
に
通
商
国
で
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
以
外
に
対
し
て
は
、
通
商
を
拒
否
す
る
こ
と
に
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成
功
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
通
商
規
定
を
含
ま
な
い
和
親
条
約
を
締
結
し
た
こ
と

で
幕
府
は
「
鎖
国
」
を
放
棄
し
た
、
換
言
す
れ
ば
「
開
国
」
し
た
と
の
認
識
に
は
至

っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

和
親
条
約
締
結
期
に
お
い
て
は
、
欧
米
諸
国
が
求
め
た
自
由
貿
易
と
し
て
通
商
の

可
否
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
な
く
条
約
が
締
結
さ
れ
た
。
幕
府
が
祖
法
と
し
て
固
執
し

た
通
信
・
通
商
関
係
の
枠
組
み
の
み
な
ら
ず
、
通
商
形
態
の
変
更
を
も
求
め
る
通
商

条
約
締
結
交
渉
は
、
安
政
三
年
七
月
に
ア
メ
リ
カ
初
代
駐
日
総
領
事
タ
ウ
ン
セ
ン
ド
・

ハ
リ
ス
が
下
田
に
着
任
し
、
翌
安
政
四
年
一
〇
月
に
江
戸
へ
の
出
府
が
許
さ
れ
て
か

ら
本
格
化
す
る
。
そ
の
時
点
で
「
開
国
」
認
識
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
た
か

は
次
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

註（
（
）
石
井
孝
『
日
本
開
国
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
（
第
三
刷
））
一
〇
七
頁
。

（
（
）
三
谷
博
『
明
治
維
新
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
一
三
四
頁
。

（
3
）
同
前
、
一
四
四
頁
。

（
4
）
羽
賀
祥
二
「
和
親
条
約
期
の
幕
府
外
交
」（『
歴
史
学
研
究
』
四
八
二
号
、
一
九
八
〇
年
、
後

『
幕
末
維
新
論
集　

（　

開
国
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
5
）
大
島
明
秀
「「
開
国
」
概
念
の
検
討
─
言
語
論
の
視
座
か
ら
─
」（『
國
文
研
究
』
第
五
五
号
、熊

本
県
立
大
学
、
二
〇
一
〇
年
）
二
九
頁
。

（
（
）
荒
野
泰
典
「
近
世
の
国
際
関
係
と
「
鎖
国
・
開
国
」
言
説
─
（（
世
紀
の
ア
ジ
ア
と
日
本
、
何
が

ど
う
変
わ
っ
た
の
か
─
」（『
比
較
日
本
学
教
育
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
』
第
一
一
号
、お
茶
の
水

女
子
大
学
日
本
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
五
年
）
一
五
頁
。

（
（
）
松
本
斗
機
蔵
に
関
す
る
研
究
に
、
大
野
延
胤
『
松
本
斗
機
蔵　

幕
末
の
開
明
派
、
憂
国
悲
運
の

幕
臣
─
そ
の
人
と
献
策
─
』（
近
代
文
藝
社
、
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。

（
（
）
同
前
、
二
七
～
二
八
頁
。

（
（
）
同
前
、
七
九
頁
。

（
（0
）
多
く
の
写
本
が
遺
さ
れ
て
い
る
が
、本
稿
で
は
早
稲
田
大
学
所
蔵
本
を
利
用
す
る
。
こ
れ
は
の

ち
に
検
討
対
象
と
す
る
大
槻
磐
渓
の
「
献
芹
微
衷
」
と
合
冊
さ
れ
て
い
る
。
題
箋
に
は
「
献
芹

微
衷　

大
槻
松
本
二
種
」
と
あ
る
。

（
（（
）
同
前
、
一
五
六
頁
。
な
お
、
大
野
、
前
掲
書
で
は
、
江
川
文
庫
に
残
る
史
料
か
ら
執
筆
時
期
及

び
提
出
先
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
の
大
槻
磐
渓
「
献
芹
微
衷
」

と
と
も
に
一
書
と
な
っ
た
史
料
（
大
槻
磐
渓
著
「
献
芹
微
衷
」（
文
庫
0（　

Ａ
0
1
1
4
））
で

は
、
磐
渓
の
子
如
電
に
よ
り
、「
天
保
七
年
年
三
七
才
献
芹
微
衷
を
草
し
、
三
月
こ
れ
を
紀
州

侯
ニ
上
る
」
と
あ
る
。
後
述
す
る
『
磐
渓
先
制
』
出
版
後
の
大
正
一
五
年
四
月
に
入
手
し
写
し

た
と
の
記
述
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）
以
下
、
内
容
に
つ
い
て
は
本
書
に
よ
る
。

（
（3
）
今
日
ま
で
伝
わ
る
大
槻
磐
渓
に
よ
る
「
献
芹
微
衷
」
は
そ
れ
単
体
で
残
っ
て
い
る
も
の
に
加
え
、

「
海
防
雑
篇
」（
嘉
永
元
年
写
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
）、「
海
防
叢
議
」（
秋
田
県

立
図
書
館
）、「
海
防
彙
議
補
」
第
三
三
巻
（
天
理
大
学
図
書
館
）
な
ど
の
よ
う
に
、
海
防
論
集

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
（4
）
鵜
飼
幸
子
「
大
槻
磐
渓
と
開
国
論
」（『
仙
台
市
博
物
館
年
報
』
第
六
号
、
一
九
七
九
年
）、
大

島
英
介
『
大
槻
磐
渓
の
世
界
─
昨
夢
詩
情
の
こ
こ
ろ
』（
宝
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

（
（5
）
ペ
リ
ー
来
航
時
に
お
け
る
磐
渓
の
情
報
収
集
活
動
に
つ
い
て
は
、
嶋
村
元
宏
「
仙
台
藩
儒
・
大

槻
磐
渓
に
よ
る
ペ
リ
ー
来
航
前
後
の
情
報
収
集
活
動
と
そ
の
活
用
」（『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研

究
報
告
─
人
文
科
学
─
』
第
四
八
号
、
二
〇
二
二
年
）
参
照
。

（
（（
）
大
槻
茂
雄
『
磐
渓
事
略
』（
大
槻
茂
雄
、
一
九
〇
八
年
）
五
〇
頁
。

（
（（
）
大
槻
磐
渓
「
献
芹
微
衷
」（
早
稲
田
大
学
図
書
館
）。
本
史
料
は
、松
本
本
と
合
冊
に
な
っ
て
い

る
。
註
（3
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
献
芹
微
衷
」
の
写
本
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
遺
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
本
を
引
用
な
ど
で
利
用
し
た
。

（
（（
）
大
槻
茂
雄
、
前
掲
書
、
五
〇
頁
。
な
お
、
大
島
、
前
掲
書
は
、「
開
国
建
白
書
─
そ
の
新
し
い

外
交
意
見
」
と
し
て
章
を
立
て
、「
献
芹
微
衷
」
に
つ
い
て
「
開
国
論
を
主
張
し
た
最
初
の
も

の
で
あ
っ
た
」
と
評
価
し
内
容
を
解
説
し
て
い
る
。
典
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、こ
の

部
分
の
み
な
ら
ず
、
大
島
、
前
掲
書
は
、
大
槻
茂
雄
、
前
掲
書
の
記
述
に
多
く
を
依
拠
し
て
い
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る
よ
う
で
あ
り
、内
容
を
分
析
し
た
う
え
で
「
開
国
論
」
と
評
価
し
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。

（
（（
）
前
註
（3
、
参
照
。

（
（0
）
前
註
（
。

（
（（
）
大
槻
茂
雄
、
前
掲
書
、「
緒
言
」。

（
（（
）
同
前
、
五
〇
～
五
一
頁
。

（
（3
）
前
註
（0
、「
隣
好
篇
下
」。

（
（4
）「
献
芹
微
衷
」（『
磐
渓
先
制
』
大
槻
茂
雄
発
行
、
一
九
二
五
年
）
二
八
丁
表
。

（
（5
）
同
前
、
三
五
丁
裏
。
読
点
は
、
史
料
通
り
。

（
（（
）
前
掲
『
磐
渓
事
略
』、
六
六
～
七
二
頁
、
参
照
。

（
（（
）『
大
日
本
古
文
書　

幕
末
外
国
関
係
文
書
』（
復
刻
版
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
～
）

一
─
二
六
一
号
（
以
下
、『
幕
末
』
と
略
称
し
、
文
書
全
体
に
及
ぶ
と
き
は
、
巻
数
と
文
書
番

号
、
一
部
頁
に
関
わ
る
場
合
は
、
巻
数
と
頁
数
に
よ
り
記
載
す
る
。）。
な
お
、
こ
の
異
同
に
つ

い
て
『
幕
末
』
の
編
者
は
「
諸
侯
之
家
格
ニ
ヨ
リ
テ
、達
文
及
び
其
手
続
ヲ
異
ニ
セ
ル
モ
ノ
カ
」

と
推
測
し
、「
参
考
ノ
為
、
茲
ニ
其
異
ナ
ル
モ
ノ
三
種
ヲ
収
ム
」
と
し
て
い
る
（『
幕
末
』
一
─

四
七
二
頁
）。

（
（（
）『
幕
末
』
の
編
者
は
、「
有
所
不
為
斎
雑
録
」
の
嘉
永
七
年
六
月
二
六
日
の
条
を
引
き
、
評
定
所

一
座
及
び
三
番
頭
の
ほ
か
、
二
七
日
に
は
、
溜
詰
、
川
越
、
忍
、
会
津
、
彦
根
の
四
家
及
び
尾

張
徳
川
家
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
通
達
が
出
さ
れ
た
と
の
註
記
が
あ
る
（『
幕
末
』
一
─
四
一
三
頁
）。

（
（（
）『
幕
末
』
一
─
二
四
七
号
。

（
30
）『
幕
末
』
一
─
二
四
八
号
。

（
3（
）『
幕
末
』
一
─
二
六
一
号
。
な
お
、
三
種
の
う
ち
「
第
一
種
」
は
、「
此
度
亜
米
利
加
船
持
参
之

書
翰
、
於
浦
賀
表
請
取
候
儀
は
、
全
く
一
時
之
権
道
ニ
有
之
候
間
、
右
ニ
不
相
泥
、
存
寄
之
趣

可
被
申
聞
候
事
（『
幕
末
』
一
─
四
七
四
頁
）
と
い
う
文
言
が
口
達
に
よ
る
も
の
を
「
甲
」、書

取
に
よ
る
も
の
を
「
乙
」
と
し
て
い
る
。

（
3（
）
本
草
案
は
、ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
が
長
崎
奉
行
へ
提
出
し
た
バ
タ
ビ
ア
総
督
書
翰
に
含
ま
れ
る
も
の

で
あ
る
。
多
く
の
写
本
が
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
老
中
・
阿
部
正
弘
の
家
に
伝
わ
っ
た

「
咬
𠺕
吧
都
督
職
之
者
筆
記
和
解
・
甲
必
丹
差
出
候
封
書
和
解
」（
石
川
和
助
写
ヵ
、
阿
部
家
資

料
、
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
）
を
利
用
す
る
。

（
33
）
フ
ォ
ス
・
美
弥
子
編
訳
『
幕
末
出
島
未
公
開
文
書
─
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
チ
ウ
ス
覚
書
』（
新
人

物
往
来
社
、
一
九
九
二
年
）
二
〇
五
～
六
頁
。

（
34
）
小
暮
実
徳
『
幕
末
期
の
オ
ラ
ン
ダ
対
日
外
交
政
策
─
「
国
家
的
名
声
と
実
益
」
へ
の
挑
戦
』（
彩

流
社
、
二
〇
一
五
年
）
九
二
頁
。

〔
付
記
〕

　

本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
一
八
Ｋ
〇
〇
九
五
二
「
開
国
期
・
危
機
的
状
況

下
に
お
け
る
知
識
人
に
よ
る
情
報
活
動
と
意
思
決
定
過
程
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
代

表
者
・
嶋
村
元
宏
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




